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８月定例教育委員会議事録 

 

１ 開催日   平成 29年８月 16日（水） 

 

２ 会 場   大井川庁舎 ２階 第３委員会室 

 

３ 開 会   午後３時 31分 

 

４  出席委員    佐藤美代志教育長 

大石智之委員（職務代理者） 

北川利男委員 

奥川重子委員 

           山竹葉子委員 

 

５ 会議出席者 青島正幸教育部長 

村松繁美生涯学習部長 

中野俊光こども未来部長 

八木勝義（公財）焼津市振興公社常務理事兼焼津文化会館長 

        橋本敏明教育総務課長 

        近藤和人学校教育課長 

        鈴木孝之学校給食課長 

        冨田明裕社会教育課長 

        渋谷和身スポーツ振興課係長 

杉本弘行文化財課長 

        志賀美之図書課長 

小長谷宏二ﾃﾞｨｽｶﾊﾞﾘｰﾊﾟｰｸ焼津館長 

 

        書記 杉山佳丈教育総務課総務担当主幹 

 

６ 議 事   別紙のとおり 
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佐藤教育長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

村松生涯学習

部長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

佐藤教育長 

 

 

 

 

佐藤教育長 

 

委員全員 

 

佐藤教育長 

 

【午後３時 31分開会】 

皆さん、こんにちは。暑い日が続いていましたが、今日はそれでも涼しく、過

ごしやすい１日かなと思います。８月の定例教育委員会に御出席いただき、あり

がとうございます。開会に先立ちまして、カラーのペーパーが１枚いっていると

思いますが、１点報告させていただきます。８月の 11日から 13日までの間にホ

バート市から市長さんを始めとする訪問団がまいりまして、12日の土曜日に議場

の方で歓迎式典が行われました。その時の写真ですけれども、そこで教育委員会

を代表して歓迎の言葉を述べさせていただきました。特に、短期学生の派遣がこ

の間に行った 13名を入れて、全部で 424名が既に訪問しているものですから、424

名の多くの学生を受け入れていただいたことにお礼の言葉を言わさせていただき

ました。そのうちの１名は娘なものですから、学生の保護者を代表してというこ

とで言わさせていただきました。以上、報告とさせていただきます。 

本日の議事録署名人ですが、北川委員と奥川委員にお願いします。 

それでは議事に入ります。 

議題８号平成 29年度教育費９月補正予算案について、説明をお願いします。 

 

（事前配布資料・当日配布資料により説明） 

（説明概要） 

・９月市議会定例会に教育費関係の補正予算（案）を提出する。 

・商工費は、地域資源を活かした観光推進事業として、地方創生推進交付金

を申請し、その交付決定に伴い、歴史観光ルート開発事業のうち、一部事

業が不採択となったことから減額しようとするものである。 

・社会教育費は、県支出金の交付決定に伴い財源を組み替えようとするもの

である。 

・保健体育費は、モンゴル国パラリンピック陸上競技代表選手の事前強化合

宿を受け入れるための経費を増額しようとするものである。 

 

説明が終わりました。それでは、御意見や御質問がある委員は発言をお願い

します。 

 

（質問なし） 

 

よろしいでしょうか。 

 

異議なし 

 

それでは次に、議第９号焼津市総合グラウンド条例の一部を改正する条例に

ついて説明をお願いします。 
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渋谷スポーツ

振興課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

渋谷スポーツ

振興課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

佐藤教育長 

 

 

北川委員、山竹

委員 

 

佐藤教育長 

 

大石委員 

 

 

 

 

 

（事前配布資料により説明） 

（説明概要） 

・焼津市総合体育館に整備する地下水を利用した空調設備の夏季（７月～９

月）利用料金を設定する。金額は、受益者負担の原則に基づき、電気料金

の半額とする。また、別途、冷暖房設備補助装置を使用する場合の利用料

金についても設定する。この場合の料金は、利用者の要望に基づくことか

ら、全額受益者負担とする。 

・総合グラウンドの利用における部活動やスポーツ少年団などが利用する場

合の減免規定を削除し、各施設の料金表に「高校生以下」の区分を規定し、

利用者や市職員の減免申請に係る事務処理負担の軽減を図る。 

  

山竹委員から、総合グラウンド条例７条（２）の削除についての御質問があ

りましたが、先ほども御説明させていただきましたとおり、料金表の中に高校

生以下料金を定めることによりまして、改正前の条例７条（２）で減免対象と

なっている利用団体は、すべて今までと同じように半額で使用できるように変

更したものでございます。減免申請に基づき半額になっていたものが手数料で

定められることにより、減免申請なしでも半額になります。それと、もう１点

でございます。北川委員から事前に御指摘をいただきました、表の中で「入場

料等を徴収しないで使用する場合」の表と、「入場料等を徴収して使用する場

合」が先になっているものがあり、整合性を図ってはどうかという御意見をい

ただきました。これにつきましては、御指摘のとおりでございますので、「入

場料等を徴収して使用する場合」を先に明記することで統一させていただきた

いと思います。説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 

 

スポーツ振興課長から説明はありましたけれども、北川委員、山竹委員、よ

ろしいでしょうか。 

 

はい。 

 

 

その他、御意見・御質問がある方はお願いします。 

 

空調の中で地下水を使用した空調と熱電源装置の２種類を併用ということ

ですけれども、基本的に地下水循環型というのはどの位の能力があるのか、な

かなか数字では表しづらいのかもしれないですけれども、熱電源装置を使わな

くても７月９月の間は行けるものなのか、教えてください。 
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渋谷スポーツ

振興課長 

 

 

 

 

大石委員 

 

渋谷スポーツ

振興課長 

 

 

 

佐藤教育長 

 

委員全員 

 

佐藤教育長 

 

 

近藤学校教育

課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

まず、地下水が約 18度から 19度ございます。これを循環させることにより

まして、夏場につきましては、メインアリーナの温度を 26度から 27度に保て

るというように試算しております。ですので、これ以下にもっと下げてほしい

という使用者からの要望がございましたら、先ほど申し上げました熱電源装置

によりまして温度を下げるということでございます。 

 

東京ドームよりちょっと高いぐらいですかね。 

 

追加でございますが、工事が完了しつつあるものですから、８月 12日に試

運転を行わさせていただいたのですが、その時には、外気温が 30.5度ありま

したが、この地下水の利用によりまして 27.5度まで落ちました。24時間回し

続けることによってもう１度２度下がると想定しているところでございます。 

 

皆さん、よろしいでしょうか。 

 

異議なし 

 

それでは、次の報告に移ります。報告事項の１番いじめ問題への対応、続け

て２番の最近の小中学校の状況について、お願いします。 

 

（当日配布資料により説明） 

（説明概要） 

報告事項－１「いじめ問題への対応」 

・７月の小学校におけるいじめ認知件数は 16件であった。 

・件数が多いのは、夏休み前にアンケート調査を行ったことなどが要因と考

える。 

・夏休み中も連絡をとり、夏休み明けの学校生活へのスムーズな移行に努め

る。 

・中学校におけるいじめ認知件数はなかった。 

・５番、６番、10番、19番は同一生徒によるものであり、重大事態と捉え

ている。今後も慎重に対応していく。 

 

報告事項－２「最近の小中学校の状況について」 

・７月 29日に行われた第 52回中学校ボートレース大会は、総合の部で小川

中学校が優勝した。 

・不登校は、小学生 13人、中学生 59人であった。昨年同時期と比べて減少

しているが、個に応じて学校で適切に働きかけていることが要因と考え

る。 
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佐藤教育長 

 

 

北川委員 

 

 

 

近藤学校教育

課長 

 

北川委員 

 

 

近藤学校教育

課長 

 

 

北川委員 

 

 

近藤学校教育

課長 

 

・問題行動は、小学校６件、中学校 14件であった。体育大会等の大きな行

事の前後は、特に注意が必要である。 

・不審者は、小学校４件、中学校１件であった。今後も、児童生徒の対応力

向上を図っていく。 

・交通事故は、小学校２件、中学校０件であった。 

・今後の予定は、始業式・授業再開は小学校が８月 28日から、中学校が８

月 28日から始まる。 

・中学校の体育大会は、小川中が９月 15日に、その他は 16日に開催する。 

・小学校の修学旅行は豊田小が９月に、その他は 10月 11月に出かける。こ

のうち小川小学校と大井川東小学校は２泊３日、その他は１泊２日の日程

である。 

・市教委訪問は今後７校を回る。教育委員の参加・ご指導をお願いする。 

・中学校連合音楽会を 10月７日に実施する。 

・小学校陸上競技大会を 10月 18日に実施する。 

 

学校教育課長からの説明が終わりました。御意見、御質問のある委員はお願

いします。 

 

 ５ページの不登校、小学校、中学校のいずれも前年度より減少しているとい

うことで、非常に結構な話ですけれども、小学校、中学校を通じて不登校で１

番長い期間の子どもはどのくらいですか。相当長い子どももいるのですか。 

 

 はい。それこそ、年単位でずっと学校に来れていない子どももいます。 

 

 

 例えば、小学校４年の頃から中学に入ってもずっとという子どももいます

か。 

 

 はい、います。そういったケースでも、学校としては連絡をとって、家庭訪

問をしてということで働きかけをしています。すみません。資料がないもので

すから。 

 

 特に長い子どもは、他の例えば半年とか数か月とかという子どもと比べて、

指導が違う点は何かありますか。 

 

 とにかく学校でいろいろと働きかけるのと同時に、他の関係機関とつないで

いくということが大きいものですから、学校には来れないけれども、例えば適

応指導教室であれば行けるとか、他とはかかわりを持てるということもあるも



6 

 

 

 

 

北川委員 

 

 

近藤学校教育

課長 

 

 

 

 

北川委員 

 

奥川委員 

 

 

 

近藤学校教育

課長 

 

 

 

 

 

 

 

佐藤教育長 

 

 

 

冨田社会教育

課長 

 

 

 

 

 

のですから、いろんな所と連携を図りながら、いろいろなところに働きかけて

います。しかし、なかなかうまくいかないケースもあります。 

 

 いろいろなチャンネルで対応しているということですね。なかなか長くなれ

ばなるほど来にくいということはやはりあるでしょうね。 

 

 あります。とにかくまずは初期対応です。何かきっかけがあって休み始めた

ときにいかに学校がかかわっていくか、あと、最近増えているのは家庭の状況

で、保護者が子どもを学校に行かせることに前向きでないという場合もありま

すので、ケースバイケースでいろいろなことを考えながら働きかけているとこ

ろです。 

 

 わかりました。ありがとうございます。 

 

 １点質問させてください。小学校の陸上競技大会が 10月 18日に計画されて

いますが、最近バスを利用しての行事が大変難しくなっていると聞いています

が、もしこの日ができない場合は中止ということですか。 

 

 はい。バス会社との契約がその日しかできないものですから、もしこの日に

雨が降ってできなければ中止せざるを得ないという状況です。この時期が観光

シーズンと重なっているということもあって、二日バスをおさえるということ

が現実無理な状況になってまいりました。非常に一生懸命練習している子ども

たちにとっては可哀想なところもあるのですが、過去２回ほどそういったケー

スがあって、それぞれの学校で校内記録会ということで保護者にも呼び掛けて

学校に来てもらって、そこで記録会を行うという対応をさせていただきまし

た。 

 

 天気が良いことを願うしかないよね。 

 他にありますでしょうか。次に、文芸やいづ第 28号作品応募状況について、

説明をお願いします。 

 

（事前配布資料により説明） 

（説明概要） 

報告事項－３ 「文芸やいづ第 28号作品応募状況について」 

 ・小泉八雲来日 100年を記念して、平成２年から行っている。 

・平成 29年４月 15日から７月 31日までの応募期間に、190作品の応募が

あった。 

・これまでで最も応募作品数は少なかった。 
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佐藤教育長 

 

北川委員 

 

 

 

 

冨田社会教育

課長 

 

 

 

 

 

佐藤教育長 

 

 

 

志賀図書課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

志賀図書課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ありがとうございました。これについての御質問等ありますでしょうか。 

 

過去一番最低で、初めて 200件を切ったということで、190作品というもの

が決して少ないとは思わないのですが、ただし、経年変化で見ると本年度は少

ないという気はするのですが、来年度応募作品を増やすための方策はお考えで

すか。 

 

29 ページの下の方を見ていただきたいのですが、年齢別の構成を載せさせ

ていただいております。今回、10 代の方から３人応募していただいておりま

す。やはり、学校を中心に、若い人から応募していただきたいということで、

そちらの方を強化していくということで、主に学校の方をやっていただいて、

文化に親しんでいただくということをもっと若い世代に広げていきたいとい

うことが狙いです。以上です。 

 

他にございますか。 

次に追加で提出させていただきました報告事項の４番、録音図書の貸出しに

ついて、説明をお願いします。 

 

（事前配布資料により説明） 

（説明概要） 

報告事項－４ 「録音図書（デイジー図書）の貸出しについて」 

・サピエ（視覚障害者情報ネットワーク）を活用して、視覚に障害があるな

ど通常の活字での読書が困難な方に、録音図書などの貸出しを始める。 

・デイジー図書はデジタル化された録音図書で、専用の再生機を使って読書

を楽しむことができる。 

・運用開始は９月中旬を予定している。 

 

北川委員から、視覚に障害がある等の方にとって朗報であり、すばらしい取

組であると思いますが、今回の貸出しに至るまでの経緯を教えてください。な

お、近隣の市町の録音図書の貸出し状況はどうなっていますかという質問をい

ただきました。本件は、市内在住の視覚障害者の方からの要望があり検討を始

めたものです。これまでも県内外から録音図書を借りまして、視覚障害者の方

へ貸出しをしておりましたが、焼津市立図書館においてもサピエに加盟して所

蔵館の確認や新着図書の情報を随時得ることができますし、データのダウンロ

ードによる迅速な貸出しが可能になります。このことにより、読書に困難のあ

る人へさらなるサービスの充実と図書館利用の促進が期待できることから、今

年度よりサピエに加盟しての録音図書の貸出しを開始することになりました。 
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佐藤教育長 

 

 

北川委員、山竹

委員 

 

佐藤教育長 

 

 

志賀図書課長 

 

 

 

 

佐藤教育長 

 

 

 

 

渋谷スポーツ

振興課長 

 

 

続いて、近隣市の貸出しの状況ですけれども、中部地区でサピエに加盟してい

る施設は４か所あります。そのうち県の視覚障害者情報支援センターでの昨年

度のデイジー図書の延利用者数は 12,787人でした。静岡市立中央図書館では、

延べ 859人の利用がありました。その他の２つの施設ですけれども、県立の静

岡特別支援学校が校内での利用、静岡キリスト教盲人伝道センターでの聖書の

利用となっています。 

 続きまして、山竹委員からは、録音図書、デイジー図書の貸出しについて、

このサービスの開始はどのように広報するのですか。一般的な広報だけでな

く、サービス対象者向けの広報はあるのでしょうかとの質問がありました。サ

ービス開始の広報につきましては、広報やいづ９月号への掲載のほか、直接、

障害者団体への周知を行うとともに、焼津市内の音訳、点訳ボランティアの協

力を得まして、利用案内を音訳、点訳して市内関連施設に配架して、希望者に

は郵送をします。それにより、サービス対象者に向けてのＰＲをしてまいりま

す。以上になります。よろしくお願いします。 

 

 説明が終わりましたけれども、どうでしょうか。北川委員、山竹委員、よろ

しいですか。 

 

 はい。 

 

 

図書館で私がしょっちゅう借りていたＣＤなどは、そういう人たちには貸し

てはいないのですか。 

 

デジタル資料になるので、専用の再生機で再生するものですから、早さを変

えることができて、しおりのように途中まで読んで、また続きから読むことが

できるので、本当に耳で読書をしているという感覚でできる仕組みになってい

ます。 

 

それでは、その他に御意見や御質問のある方はお願いします。 

よろしいですか。次のその他に移ります。その他の１番、焼津市・土岐市ス

ポーツ姉妹都市スポーツ少年団交流について、続けて２番、焼津市・土岐市ス

ポーツ姉妹都市後期本交流について、説明をお願いします。 

 

（事前配布資料により説明） 

（説明概要） 

その他－１ 平成 29年度土岐市・焼津市スポーツ姉妹都市交流後期本交流に

ついて 
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佐藤教育長 

 

 

 

佐藤教育長 

 

 

八木焼津文化

会館長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

佐藤教育長 

 

 

 

 

佐藤教育長 

 

 

 

・９月３日に土岐市で行う。 

 ・午前６時に集合し、４競技と１団体が交流する。 

 

その他－２ 平成 29年度焼津市・土岐市スポーツ少年団交流について 

・後期本交流大会を８月 20日に土岐市で行う。 

・午前はスポーツ交流、午後は文化交流を予定している。 

 

ありがとうございました。これについてどうでしょうか。 

 

（質問・意見なし） 

 

それでは、次にその他の３番、子育て支援事業について、続けて、志太こど

もミュージカル第６回公演について、説明をお願いします。 

 

（事前配布資料により説明） 

（説明概要） 

その他－３ 子育て支援事業について  

・「０歳前～乳幼児へ贈る。ママと一緒に初めてのコンサート」を９月６日

に焼津文化会館で午前、午後１回ずつ行う。午前の部は満席となっている。 

・「アウトリーチコンサート」を９月５日から８日の期間に、市内公立４保

育園で行う。 

・「はじめてのプラネタリウム星空コンサート」を９月９日にディスカバリ

ーパーク焼津で行う。 

 

その他－４ 志太こどもミュージカル第６回公演について 

 ・平成 28年８月にオーディションを行い、焼津市・藤枝市の小学校３年生

から高校１年生までの 38 人が１年間の練習を経て、９月 16 日、17 日に

焼津文化会館で公演を行う。  

 

志太ミュージカル等について説明がありました。御質問・御意見等がありま

したらお願いします。 

 

（質問・意見なし） 

 

よろしいですか。 

ここで、今日の議題にはありませんが、こども未来部から追加で放課後児童

クラブについて説明があります。こども未来部長お願いします。 
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中野こども未

来部長 

 

 

 

 

 

 

 

 

佐藤教育長 

 

 

 

中野こども未

来部長 

 

佐藤教育長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（事前配布資料により説明） 

（説明概要） 

・保護者からの要望などにより、夏休み期間中（土日祝日、お盆期間は除く）

に放課後児童クラブを開所している。 

・10小学校 27人の申込みがあり、大住のカルガモ児童クラブで実施してい

る。 

・今回の特徴として、母親の勤務時間が午後３時前後までなど、通常は放課

後児童クラブを利用する必要のない世帯の申込みがあった。 

・次年度については、今後検討する。 

 

この件について、御質問や御意見はどうでしょうか。 

私からいいですか。冬休み、春休みの実施を望む声もあったということです

が、これについては、対応しないのですか。 

 

本年度は行わない予定です。特に冬休みは年末年始を除くとほとんど期間が

ないものですから、特に考えていません。 

 

来年度にまた考えていくということですね。 

他によろしいでしょうか。 

以上で本日の議案はすべて終わったわけですが、全体をとおして何かありま

したらお願いします。 

報告や新たな質問でも結構ですが。 

よろしいでしょうか。 

それでは、次回の開催予定でありますけれども、平成 29年９月 27日水曜日

午後２時 30分からこの部屋で行いますので、よろしくお願いします。 

それでは以上をもちまして、８月の定例教育委員会を閉会いたします。お疲

れ様でした。 

 

                  【午後４時 19分閉会】 

 

 

 

 

 

 

  


